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第９１号議案 

   芦屋市改良住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 芦屋市改良住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように

定める。 

   平成２７年１１月３０日提出 

芦屋市長 山 中  健    

提案理由 

 上宮川町改良住宅の自動車保管場所を整備するに当たり，改良店舗及び改良作業場

の一部の用途を廃止するため，この条例を制定しようとするもの。 
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芦屋市条例第  号     

   芦屋市改良住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

芦屋市改良住宅の設置及び管理に関する条例（昭和６１年芦屋市条例第２２号）の

一部を次のように改正する。 

別表第１ ３ 店舗等の表中 

「                     

改良店舗５号 

上宮川町９番 

鉄筋コンクリー

ト造平家建 

２ ５８．１０２７，２００

元 改良作業場１号 

上宮川町１０番 

鉄骨造平家建 ２ １４．９６ ７，０００

３ ２９．９３１４，０００

                                    」 

を 

「 

改良店舗５号 

上宮川町９番 

鉄筋コンクリー

ト造平家建 

１  ５８．１０２７，２００

」 

に改める。 

   附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 
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参 照 

   芦屋市改良住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正要綱 

１ 改正の趣旨 

  上宮川町改良住宅の自動車保管場所を整備するに当たり，改良店舗及び改良作業

場の一部の用途を廃止するため，この条例を制定しようとするもの。 

２ 改正の内容 

(1) 改良店舗５号（２戸）のうち１戸の用途を廃止する。（別表第１関係） 

(2) 改良作業場１号（５戸）の用途を廃止する。（別表第１関係） 

３ 施行期日 

公布の日 


